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十
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六
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内
閣
総
理
大
臣

森
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朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
伴
野
豊
君
提
出
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
の
民
営
化
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
三
月
十
六
日
受
領

答

弁

第

三

号



衆
議
院
議
員
伴
野
豊
君
提
出
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
の
民
営
化
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
一
条
第
一

項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
旅
客
会
社
及
び
貨
物
会
社
（
以
下
「
Ｊ
Ｒ
各
社
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
二
年

に
行
わ
れ
た
日
本
国
有
鉄
道
（
以
下
「
国
鉄
」
と
い
う
。
）
の
改
革
に
お
い
て
、
国
鉄
の
長
期
債
務
の
大
半
を
日
本
国
有
鉄

道
清
算
事
業
団
に
承
継
さ
せ
た
上
で
、
国
鉄
の
鉄
道
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
極
力
維
持
し
つ
つ
Ｊ
Ｒ
各
社
と
も
健
全
な
経
営
が

行
え
る
よ
う
事
業
用
資
産
の
承
継
等
を
行
わ
せ
た
ほ
か
、
運
賃
、
線
路
使
用
料
等
に
お
い
て
Ｊ
Ｒ
各
社
間
の
協
力
、
連
携
が

行
わ
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
構
築
し
た
等
の
経
緯
か
ら
、
こ
の
経
緯
を
踏
ま
え
た
経
営
を
行
う
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
今
回
純
民
間
会
社
化
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
西
日
本
旅

客
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
本
州
三
社
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
純
民
間
会
社
化
し
た
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な

経
営
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
今
国
会
に
提
出
し
た
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

一



る
法
律
案
（
以
下
「
Ｊ
Ｒ
会
社
法
改
正
法
案
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
事
業
経
営
に
関
す
る
指
針
を

定
め
て
、
こ
れ
に
基
づ
き
指
導
、
助
言
等
を
行
う
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
法
律
は
公
布
の
日
か
ら
六

月
以
内
に
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
鉄
道
の
安
定
安
全
輸
送
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
す
べ
て
の
鉄
道
事
業
者
に
対
し
て
鉄
道
事
業
法

（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
等
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
回
の
本
州
三
社
の
純
民
間
会

社
化
に
よ
っ
て
も
何
ら
変
更
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

�
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
地
方
路
線
の
廃
止
、
他
の
鉄
道
事
業
者
の
鉄
道
線
路
の
使
用
及
び
そ
の
条
件
、
運
賃
制
度
並
び
に
直
通
・
連
絡

運
輸
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
事
業
法
に
基
づ
き
一
定
の
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
純
民
間
会
社
化
す
る
本
州
三
社
に
対
し
て

は
、
Ｊ
Ｒ
会
社
法
改
正
法
案
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
�
国
鉄
改
革
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
路
線
の
適
切
な
維
持
に
関
す

る
事
項
、
�
運
賃
設
定
、
鉄
道
施
設
の
円
滑
な
使
用
そ
の
他
の
鉄
道
事
業
に
関
す
る
Ｊ
Ｒ
各
社
間
に
お
け
る
連
携
及
び
協
力

の
確
保
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
指
針
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
指
導
、
助
言
等
を
行
う
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
と
こ

二



ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
純
民
間
会
社
化
す
る
本
州
三
社
の
適
切
な
事
業
経
営
の
確
保
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

�
に
つ
い
て

本
州
三
社
の
純
民
間
会
社
化
に
当
た
っ
て
は
、
�
に
つ
い
て
並
び
に
�
及
び
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
純
民
間
会

社
化
し
た
後
も
国
鉄
改
革
の
経
緯
を
踏
ま
え
た
経
営
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

本
州
三
社
は
、
い
ず
れ
も
昭
和
六
十
二
年
の
国
鉄
の
分
割
民
営
化
以
後
、
経
常
収
支
も
安
定
的
に
推
移
し
、
長
期
債
務
の

額
も
順
調
に
減
少
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
「
経
営
基
盤
の
確
立
等
諸
条
件
が
整
い
次
第
、
逐
次
株
式
を
処
分
し
、
で
き
る
限

り
早
期
に
純
民
間
会
社
と
す
る
こ
と
」
と
す
る
閣
議
決
定
（
「
国
鉄
改
革
の
た
め
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
」
（
昭
和
六
十
年

十
月
十
一
日
）
）
に
沿
っ
て
、
平
成
五
年
以
降
、
株
式
を
上
場
し
、
処
分
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
本
州
三

社
に
つ
い
て
は
毎
年
の
配
当
も
安
定
的
に
行
わ
れ
、
株
価
も
堅
調
に
推
移
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
純
民
間
会
社
化
の
た
め
の

株
式
処
分
を
行
う
た
め
の
条
件
は
整
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

�
に
つ
い
て

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
並
び
に
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会

三



社
に
つ
い
て
は
、
厳
し
い
経
営
状
況
か
ら
株
式
の
上
場
の
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
確
定
し
て
い
な
い
が
、
国
と
し
て
も

各
社
が
上
場
を
達
成
で
き
る
よ
う
な
経
営
基
盤
の
確
立
に
向
け
て
引
き
続
き
所
要
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

四


